
一般社団法人 日本物理学会

物理教育功労賞規定

承 認 2013 年 9 月 14 日 第 563 回理事会

変 更 2014 年 2 月 8 日 第 568 回理事会

第１条 本規定は、Jr.セッションの発表に際して生徒の指導にあたられた先生の功績を称えるために

一般社団法人日本物理学会が贈る「物理教育功労賞」に関して定める。なお、本賞は先生個人への

表彰とする。

第２条 本賞の表彰基準は次の 1)と 2)を共に満たすこととする。

1）通算 5年間 Jr.セッションに参加し、その 5年間指導された先生。対象の先生が他校に移られて

も、その先生が指導された研究が Jr.セッションで発表された場合も対象とする。

（例：A高校で 3年、B高校に移られて 2年発表した場合、5年として対象とする。）

2）過去、2件以上の Jr.セッション賞の受賞に貢献した先生。

第３条 表彰式は Jr.セッションの場において行い、賞状を贈呈する。

第４条 表彰者の決定は次の手順による。

1) 第2条の表彰基準にもとづき当年度までの発表を対象としてJr.セッション委員会委員長が該当

者を選定する。ただし、表彰は一度のみとし、過去に表彰された者は選定から除外する。

2) Jr.セッション委員会は前項で選定された該当者を本賞の受賞者として決定し、本会会長名で表

彰する。

第５条 Jr.セッション委員会は、受賞者決定後すみやかに該当者に通知し、表彰後日本物理学会ホー

ムページにその旨掲載する。

第６条 本規定に定めるほか、本賞の実施に際して必要な事項は Jr.セッション委員会において決定す

る。

第７条 本規定は、Jr.セッション委員会の議を経て、理事会の承認を得て変更することができる。

付則

１．本規定の変更は、2015年度の表彰から適用する。


